
万引き専用被害届　記載要領

　万引きについては専用の被害届（以下「万引き専用被害届」という。）
の様式が定められましたので、ご参照お願いします。

平成 22 年 10 月 1 日より運用されております。
１⑴　この様式は、基本書式例対象事件、簡易書式例対象事件の別、成人

事件、少年事件（簡易送致対象事件を除く。）の別を問わず、用いる
ことができます。
  なお、目撃状況が複雑であって、万引き専用被害届により難い場合
は、犯罪捜査規範第 61 条の被害届（別記様式第６号）を用います。

⑵　届出人の供述調書を作成しない場合は、万引き専用被害届に目撃状
況をできるだけ詳しく記載するよう努めます。
　なお、供述調書に、目撃状況を詳細に記載する場合は、被害届に目
撃状況等を簡易に記載すれば足ります。

２　記載に係る留意事項
　記載する際の留意事項は以下のとおりです。
⑴　供述の内容として記載すべき事項がある場合、その事項に係る□印

には、確実にレ点を付し、□印の後に当該事項を記載します。
⑵　後に不動文字のない□印については、不動文字に係る事項以外に記

載すべき事項が判明している場合、□印にレ点を付し、□印の後に当
該事項を記載します。

⑶　供述の内容として記載すべき事項のない場合、その事項に係る□
印にはレ点を付けません。また、その場合には、当該事項に係る供述
の内容として記載すべき事項がないことが明らかであるから、レ点を
付さない□印、その□印の後の不動文字等を削除する必要はありませ
ん。



３　被害届
　被害届は、店長や店員等の被害関係者から受理することとし、警備員
や保安員等（店長等から権限を委託されている場合は可）からは、原則
として受理を行いません。

４　被害の年月日時欄
　被害日時・場所を正確に記載します。

５　被害品欄
⑴　被害品が多数で、被害品欄に記載しきれない場合には、「□　別紙

記載のとおり」中の□印にレ点を付し、万引き専用被害届別紙に記載
します。

⑵　所有者欄について、法人の場合は、所有者を必ず確認して記載しま
す。

６　その他参考事項欄
⑴　不動文字「万引きしたことについて」の後には、被疑者の態度に対

する被害者の気持ち、処分意見を記載します。
⑵　視力の不動文字の項目は、犯行の目撃者について該当する□印にレ

点を付し、目撃者の視力、被害場所の明暗状況等を記載します。
⑶　後に不動文字のない□印の後に記載する事項の例としては、被疑者

が万引きの常習者であるか否かについて把握している状況、届出人が
被害者に代わって届け出た場合の両者の関係及び届出人に届出の権限
が与えられている旨等を記載します。






